
久喜市教育支援センターに関する規則の一部を改正する規則 

久喜市教育支援センターに関する規則（令和５年久喜市教育委員会規則第８

号）の一部を次のように改正する。 

第４条中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

（５） 各学校における不登校の生徒等の支援に関すること。 

 第１０条第１項第２号及び第４号中「総合支所」を「行政センター」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 


